
鳥取県選挙管理委員会告示第 64 号 

 昭和 61 年鳥取県選挙管理委員会告示第 33 号（不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定について）

の一部を次のように改正する。 

 

  平成 19 年６月 29 日 

                        鳥取県選挙管理委員会委員長 須  山  修  次   

 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

１ 病院 

施設名 所在地 

 略 

介護老人保健施設

ル・サンテリオン

よどえ 

米子市淀江町佐陀2169 

 略 

２～４ 略 

 

 

１ 病院 

施設名 所在地 

 略 

介護老人保健施設

大淀会 

 

米子市淀江町佐陀2169 

 略 

２～４ 略 

 

 


